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〔
判
示
事
項
〕

一　

反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
防
止
の
た
め
の
体
制
構
築
義
務
違
反

（
任
務
懈
怠
）
の
有
無

二　

具
体
的
取
引
の
解
消
義
務
違
反
（
任
務
懈
怠
）
の
有
無

〔
参
照
条
文
〕

　

会
社
法
三
三
〇
条
、
四
二
三
条
一
項
、
民
法
六
四
四
条

〔
事　

実
〕

1
．
Ａ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
（
以
下
、
Ａ
社
）
は
、
銀
行
法

に
よ
り
子
会
社
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
会
社
の
経
営
管
理
お
よ
び
こ

れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
で
あ
り
、
Ｘ
ら

は
、
平
成
二
五
年
の
年
末
か
ら
継
続
し
て
Ａ
社
の
一
単
元
以
上
の
株

式
を
有
す
る
株
主
で
あ
る
。
Ｙ1

～
Ｙ4

（
以
下
、
Ｙ
ら
）
は
、
い
ず
れ

も
Ａ
社
お
よ
び
そ
の
完
全
子
会
社
で
あ
る
Ｂ
銀
行
に
お
い
て
取
締
役

反
社
会
的
勢
力
防
止
に
係
る
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の

構
築
義
務
お
よ
び
具
体
的
取
引
の
解
消
義
務
の
違
反
が
な
い
と

さ
れ
た
事
例
―
―
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
株
主
代

表
訴
訟
事
件

〔
商
法　

六
一
七
〕

（
東
京
地
判
令
和
二
年
二
月
二
七
日

平
成
二
六
年
ワ
第
七
七
八
四
号
、
平
成
二
七
年
ワ
第
一
三
九
二
四
号
損
害
賠
償
請

求
（
株
主
代
表
訴
訟
）
事
件
、
共
同
訴
訟
参
加
事
件
、
棄
却
（
控
訴
）

資
料
版
商
事
法
務
四
三
三
号
一
〇
八
頁
、
金
融
法
務
事
情
二
一
五
九
号
六
〇
頁

）
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等
を
務
め
た
も
の
で
あ
る
。

2
．
平
成
一
五
年
三
月
、
Ａ
社
は
「
グ
ル
ー
プ
経
営
管
理
規
程
」
を

策
定
の
う
え
、
Ｂ
銀
行
に
対
し
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
管
理
に
関
す

る
基
本
方
針
を
策
定
し
て
提
示
す
る
と
と
も
に
、
Ｂ
銀
行
か
ら
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
管
理
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
ま
た
は
随
時

報
告
を
受
け
る
こ
と
を
定
め
た
。
ま
た
、
Ａ
社
は
、
同
経
営
管
理
規

程
に
基
づ
き
、
Ｂ
銀
行
と
の
間
で
平
成
一
七
年
一
〇
月
一
日
付
け
の

「
グ
ル
ー
プ
経
営
管
理
契
約
」
を
締
結
し
た
。
こ
の
よ
う
な
グ
ル
ー

プ
管
理
体
制
は
、
本
件
当
時
の
他
の
メ
ガ
バ
ン
ク
に
お
け
る
グ
ル
ー

プ
管
理
体
制
と
概
ね
同
様
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
グ
ル
ー
プ
内
の
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
統
括
部
を
統
括
す
る
統
括
部
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し

て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
状
況
を
一
元
的
に
把
握
・
管
理
す
る
こ
と

と
し
、
平
成
一
六
年
一
〇
月
に
は
、
経
営
政
策
員
会
の
一
つ
と
し
て
、

審
議
・
調
整
・
報
告
を
担
う
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会
を
設
置
し

た
。
Ｂ
銀
行
も
同
様
に
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
統
括
部
グ
ル
ー
プ
お

よ
び
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会
を
設
置
し
た
。
Ａ
社
に
お
い
て
は

「
不
芳
属
性
先
（
反
社
会
的
勢
力
＋
金
融
犯
罪
者
等
を
含
む
）」
と
い

う
枠
組
み
を
設
定
し
、「
Ａ
社
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
構
築
し
て
い
た
。

Ｂ
銀
行
は
、
Ａ
社
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
取
引
開
始
時
に
反
社
会

的
勢
力
該
当
性
の
確
認
を
（
い
わ
ゆ
る
「
入
口
チ
ェ
ッ
ク
」）、
取
引

開
始
後
も
継
続
的
に
反
社
会
的
勢
力
に
該
当
す
る
か
の
確
認
（「
事

後
チ
ェ
ッ
ク
」、
両
者
を
合
わ
せ
て
「
属
性
チ
ェ
ッ
ク
」）
を
行
い
、

Ａ
社
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
し
、
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
取
引

規
模
を
可
能
な
限
り
縮
小
し
、
最
終
的
に
は
解
消
す
る
方
針
で
対
応

す
る
こ
と
と
し
た
。

3
．
平
成
一
六
年
に
は
、
株
式
会
社
Ｃ
（
以
下
、
Ｃ
社
）
と
Ａ
グ

ル
ー
プ
と
の
間
で
包
括
業
務
提
携
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
も
、
Ｂ
銀
行

と
Ｃ
社
と
の
提
携
ロ
ー
ン
（
本
件
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン
）
は
継
続

さ
れ
た
。
本
件
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン
は
、
与
信
判
断
等
の
窓
口
業

務
に
つ
い
て
は
Ｃ
社
が
す
べ
て
行
い
、
Ｂ
銀
行
は
顧
客
と
一
度
も
接

点
を
有
し
な
い
な
ど
反
社
会
的
勢
力
と
の
癒
着
に
つ
な
が
る
お
そ
れ

が
低
く
、
ま
た
資
金
使
途
が
具
体
的
な
商
品
ま
た
は
役
務
の
対
価
に

限
定
さ
れ
る
な
ど
そ
の
資
金
が
反
社
会
的
目
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
に
く
い
も
の
で
、
一
般
の
銀
行
融
資
と
比
し
て
弊
害
が

生
じ
る
リ
ス
ク
が
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ

ロ
ー
ン
は
住
宅
ロ
ー
ン
よ
り
も
収
益
率
が
高
い
こ
と
、
Ｃ
社
と
提
携

し
て
中
小
企
業
向
け
や
個
人
向
け
ロ
ー
ン
の
比
重
が
高
ま
っ
て
い
た

こ
と
、
Ｂ
銀
行
が
直
接
Ｃ
社
に
貸
し
付
け
る
よ
り
も
融
資
の
金
利
を

低
く
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
Ｂ
銀
行
お
よ
び
Ｃ
社
の
双
方
に

経
営
上
の
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
商
品
で
あ
っ
た
。
Ｃ
社
は
、
販
売
業
者

か
ら
の
審
査
の
依
頼
を
受
け
、
自
身
が
有
す
る
反
社
会
的
勢
力
等
の

情
報
を
登
録
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
反
社
会
的
勢
力
該
当
性
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の
確
認
を
行
っ
て
い
た
が
、
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
随
時
、
反
社
会
的

勢
力
等
の
情
報
が
追
加
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー

ン
の
契
約
締
結
時
あ
る
い
は
事
後
に
な
っ
て
顧
客
に
反
社
会
的
勢
力

に
該
当
す
る
者
が
入
り
込
む
余
地
が
あ
っ
た
。

　

平
成
二
二
年
一
〇
月
、
Ａ
社
は
、
平
成
一
五
年
に
定
め
た
「
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
基
本
方
針
細
則
」
お
よ
び
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

の
基
本
方
針
細
則
（
反
社
会
的
勢
力
関
係
）」
を
改
定
し
、
Ｂ
銀
行

を
重
点
管
理
会
社
に
分
類
し
た
。
Ｂ
銀
行
は
反
社
会
的
勢
力
と
の
取

引
排
除
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
Ａ
社
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合

ま
た
は
定
期
的
に
取
引
に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
と
し
、
Ａ
社
の
コ

ン
プ
ラ
ア
イ
ア
ン
ス
統
括
部
は
必
要
に
応
じ
て
ま
た
は
定
期
的
に
報

告
を
受
け
、
同
部
の
担
当
者
が
、
Ａ
社
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
統
括

グ
ル
ー
プ
長
お
よ
び
社
長
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
反

社
会
的
勢
力
と
の
取
引
に
つ
い
て
、
反
社
会
的
勢
力
を
三
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
分
類
し
、
総
会
屋
、
暴
力
団
構
成
員
な
ど
で
構
成
さ
れ
る

第
一
グ
ル
ー
プ
、
社
会
運
動
標
榜
ゴ
ロ
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
第
二

グ
ル
ー
プ
と
の
取
引
は
解
消
す
る
方
針
で
対
応
す
る
こ
と
と
し
、
第

一
グ
ル
ー
プ
お
よ
び
第
二
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
な
い
者
か
ら
構
成

さ
れ
る
第
三
グ
ル
ー
プ
と
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
対
象

取
引
の
規
模
を
可
能
な
限
り
縮
小
し
、
最
終
的
に
は
取
引
を
解
消
す

る
方
針
で
対
応
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

4
．
Ａ
社
お
よ
び
Ｂ
銀
行
に
お
け
る
本
件
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン
の

検
討
状
況
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
両
社
は
、
Ｃ
社
と
業
務
提
携
を
締

結
す
る
平
成
一
六
年
七
月
の
前
後
か
ら
弁
護
士
に
意
見
照
会
を
す
る

な
ど
し
て
、
属
性
チ
ェ
ッ
ク
の
必
要
性
を
検
討
し
、
一
旦
は
属
性

チ
ェ
ッ
ク
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
が
、
平
成
二
二
年
九
月
に
Ｃ
社

が
関
連
会
社
化
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
Ａ
社
は
属
性
チ
ェ
ッ
ク
の
必

要
が
あ
る
も
の
と
整
理
し
、
Ｂ
銀
行
も
サ
ン
プ
ル
テ
ス
ト
を
実
施
し

た
。
両
社
は
、
平
成
二
二
年
一
〇
月
以
降
、
Ａ
社
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

利
用
し
た
不
芳
属
性
先
対
応
と
し
て
、
本
件
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン

の
事
後
チ
ェ
ッ
ク
を
開
始
し
、
以
後
段
階
的
に
領
域
を
拡
大
す
る
こ

と
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
Ｃ
社
が
、
事
後
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
で
不
芳

属
性
先
に
該
当
し
た
取
引
を
Ｃ
社
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
反
映
さ
せ
て

入
口
チ
ェ
ッ
ク
で
活
用
す
る
こ
と
に
難
色
を
示
し
た
た
め
、
Ｂ
銀
行

は
、
反
社
会
的
勢
力
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
取
引
の
み
を
情

報
提
供
す
る
こ
と
と
し
た
。
Ｂ
銀
行
は
、
同
年
九
月
か
ら
一
二
月
に

か
け
て
第
一
回
事
後
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
同
月
二
七
日
、
そ
の
結
果

は
Ｙ1

に
報
告
さ
れ
、
Ａ
社
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
統
括
部
と
共
有
さ

れ
た
。
平
成
二
三
年
六
月
一
七
日
に
、
Ｙ2

（
取
締
役
者
社
長
な
い
し

会
長
）
及
び
Ｙ4

（
Ａ
社
常
務
取
締
役
リ
ス
ク
管
理
グ
ル
ー
プ
長
兼
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
統
括
グ
ル
ー
プ
長
）
の
出
席
の
下
、
Ａ
社
の
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
結
果
が
報
告
さ
れ
た
（
不
芳
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属
性
先
六
九
九
件
（
〇
・
〇
六
％
）、
う
ち
反
社
二
二
八
件
（
〇
・

〇
二
％
））。
平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
後
の
六
月

以
降
に
行
わ
れ
た
第
二
回
事
後
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
（
不
芳
属
性
先
一

九
六
件
、
う
ち
反
社
会
的
勢
力
は
五
〇
件
）
は
、
Ｂ
銀
行
や
Ａ
社
の

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
六
日
、
Ｙ3

、

Ｙ4

が
出
席
）
や
取
締
役
会
（
平
成
二
三
年
七
月
一
五
日
、
Ｙ2

（
取
締

役
会
長
）・
Ｙ3

（
取
締
役
社
長
・
グ
ル
ー
プ
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）・
Ｙ4

、
平
成
二

四
年
一
月
二
〇
日
、
Ｙ2

・
Ｙ3

・
Ｙ4

出
席
）
に
、
第
一
回
の
結
果
と
と

も
に
簡
略
に
報
告
さ
れ
た
に
止
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
第
三
回
か
ら
第

六
回
ま
で
の
事
後
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
第
一
回
お
よ
び

第
二
回
の
事
後
チ
ェ
ッ
ク
に
比
し
て
、
不
芳
属
性
先
、
反
社
会
的
勢

力
と
の
取
引
数
や
こ
れ
が
本
件
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン
の
取
引
数
全

体
に
占
め
る
割
合
に
大
き
な
変
化
は
な
く
、
反
社
会
的
勢
力
と
認
定

さ
れ
た
取
引
も
、
順
次
解
消
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
社
や
Ｂ
銀

行
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会
や
取
締
役
会
に
報
告
さ
れ
な
く

な
っ
た
。

5
．
平
成
二
四
年
一
二
月
七
日
か
ら
平
成
二
五
年
三
月
四
日
に
か
け

て
、
Ｂ
銀
行
に
対
す
る
平
成
二
四
年
度
の
金
融
検
査
（
以
下
、
本
件

検
査
）
が
実
施
さ
れ
た
。
金
融
庁
長
官
は
、
本
件
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ

ロ
ー
ン
に
お
い
て
多
数
の
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
が
存
在
す
る
こ

と
を
把
握
し
て
か
ら
二
年
以
上
も
取
引
の
防
止
・
解
消
の
た
め
の
抜

本
的
な
対
応
が
と
ら
れ
ず
、
反
社
会
勢
力
と
の
取
引
が
多
数
存
在
す

る
と
い
う
情
報
も
担
当
役
員
止
ま
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
、
法
令

遵
守
態
勢
の
重
大
な
問
題
点
が
認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
て
、
平
成
二

五
年
九
月
付
け
で
、
Ｂ
銀
行
に
対
し
て
は
法
令
遵
守
態
勢
お
よ
び
経

営
管
理
態
勢
の
見
直
し
お
よ
び
充
実
強
化
を
内
容
と
す
る
業
務
改
善

命
令
が
発
出
さ
れ
た
（
Ｂ
銀
行
は
、
平
成
二
五
年
一
一
月
、
Ａ
社

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
た
入
口
チ
ェ
ッ
ク
を
導
入
）。
そ
の
後
、
金

融
庁
長
官
は
、
本
件
検
査
に
よ
る
指
摘
以
降
、
業
務
改
善
命
令
を
受

け
る
ま
で
の
間
、
問
題
の
重
要
性
を
認
識
す
る
こ
と
な
く
、
根
本
的

な
問
題
の
洗
い
出
し
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
同
年
一

二
月
二
六
日
付
け
で
、
新
規
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン
の
新
規
取
引
を

停
止
す
る
業
務
停
止
命
令
等
を
発
出
す
る
と
と
も
に
、
同
日
、
Ａ
社

に
対
し
て
は
、
適
切
な
グ
ル
ー
プ
管
理
機
能
を
発
揮
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
な
ど
の
重
大
な
問
題
点
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
銀
行
持
株

会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確

保
す
る
た
め
の
態
勢
の
強
化
等
を
内
容
と
す
る
業
務
改
善
命
令
を
発

出
し
た
。
こ
れ
ら
の
公
表
を
受
け
て
、
新
聞
報
道
等
で
は
Ａ
社
ら
を

非
難
す
る
報
道
が
多
数
さ
れ
た
。

6
．
Ⅹ
ら
は
、
本
件
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン
に
関
し
、
Ａ
社
の
取
締

役
と
し
て
の
善
管
注
意
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
会
社
法

四
二
三
条
一
項
、
八
四
七
条
三
項
に
基
づ
き
、
Ｙ
ら
に
対
し
て
、
業
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務
停
止
・
第
三
者
委
員
会
設
置
費
用
等
（
以
上
、
Ｂ
銀
行
）、
信
用

毀
損
（
Ａ
社
お
よ
び
Ｂ
銀
行
）
に
起
因
す
る
合
計
二
四
億
一
四
一
九

万
円
余
り
の
損
害
賠
償
等
の
支
払
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

〔
判　

旨
〕

一　

本
件
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン
に
関
し
、
Ｙ
ら
に
反
社
会
的
勢
力

と
の
取
引
防
止
の
た
め
の
体
制
構
築
義
務
違
反
（
任
務
懈
怠
①
）

の
有
無

1　

改
正
前
銀
行
法
の
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、「
銀
行
持
株
会
社

に
つ
い
て
、
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
具
体
的
な
業
務
の
経
営
管
理
は

法
律
上
の
義
務
と
し
て
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
銀
行
持
株
会
社
が
行

う
べ
き
経
営
管
理
の
内
容
は
、
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
株
主
と
し
て

の
権
利
行
使
を
通
じ
て
、
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
業
務
に
つ
い
て
基

本
方
針
を
定
め
る
こ
と
や
、
同
銀
行
の
取
締
役
を
選
任
す
る
こ
と
、

上
記
の
基
本
方
針
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
を
監
督
し
、
必
要
に
応
じ

て
是
正
を
求
め
る
と
い
う
よ
う
な
経
営
管
理
業
務
が
想
定
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
Ｙ
ら
が
反
社
会
的

勢
力
へ
の
融
資
の
問
題
に
つ
い
て
認
識
し
た
「
平
成
二
二
年
か
ら
平

成
二
三
年
当
時
、
反
社
会
的
勢
力
に
対
し
て
グ
ル
ー
プ
の
組
織
全
体

で
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
倫
理
規
定
や
社
内
規
則
等
の
規

程
を
制
定
す
る
と
と
と
も
に
、
専
門
の
部
署
を
設
置
す
る
な
ど
し
て

反
社
会
的
勢
力
に
対
し
一
元
的
に
対
応
す
る
組
織
体
制
を
整
備
し
、

反
社
会
的
勢
力
か
ら
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、
…
…
グ
ル
ー
プ

全
体
と
し
て
顧
客
の
属
性
判
断
を
行
う
体
制
を
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム

と
し
て
構
築
す
る
義
務
、
そ
し
て
こ
れ
が
適
正
か
つ
円
滑
に
運
用
さ

れ
る
よ
う
に
監
視
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
具
体
的
に

は
、
Ａ
社
に
お
い
て
子
会
社
の
業
務
に
関
し
て
反
社
会
的
勢
力
へ
の

対
応
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
、
こ
の
基
本
方
針
が
遵
守
さ
れ
て

い
る
か
を
監
督
し
、
必
要
に
応
じ
て
是
正
を
求
め
る
こ
と
を
Ａ
社
の

取
締
役
会
で
決
議
す
る
な
ど
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
、
…
…
こ
の
よ
う
な
組
織
体
制
の
整
備
に
当
た
っ
て

は
、
取
締
役
の
判
断
に
一
定
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

「
そ
し
て
、
…
…
子
会
社
の
業
務
に
お
い
て
上
記
の
グ
ル
ー
プ
と
し

て
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
円
滑
な
運
用
に
支
障
を
来
す
よ
う
な
事

情
が
見
受
け
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
会
社
で
あ
る
銀
行
に

対
し
て
具
体
的
な
業
務
を
直
接
指
導
す
る
な
ど
の
義
務
を
負
う
こ
と

は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」

　
「
…
…
本
件
当
時
に
お
い
て
、
Ｙ
ら
が
銀
行
持
株
会
社
で
あ
る
Ａ

社
の
取
締
役
と
し
て
、
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
業
務
や
リ
ス
ク
管
理

等
に
関
し
て
、
あ
た
か
も
銀
行
の
一
内
部
部
門
で
あ
る
か
の
よ
う
に

銀
行
持
株
会
社
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
銀
行
法
上
求
め
ら
れ

て
お
り
、
銀
行
持
株
会
社
の
取
締
役
も
そ
の
よ
う
な
会
社
法
上
の
義
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務
を
負
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

　
「
以
上
に
よ
れ
ば
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
反
社
会
的
勢
力
防
止

の
た
め
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
は
相
当
な
も
の
で
あ
り
、
Ｙ

ら
が
同
構
築
義
務
に
違
反
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
」

2　

Ｙ
ら
の
監
督
・
是
正
が
適
法
に
行
わ
れ
て
い
た
か
、
監
督
・
是

正
が
必
要
と
な
る
問
題
状
況
が
生
じ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、「
本
件

キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン
に
お
け
る
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
数
や
そ

の
割
合
は
、
Ａ
社
に
お
い
て
構
築
し
た
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
直
ち

に
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
ま
で
は
い
う
こ
と

が
で
き
な
い
」。
そ
し
て
、
Ａ
社
お
よ
び
Ｂ
銀
行
に
お
け
る
キ
ャ
プ

テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン
の
状
況
を
分
析
の
う
え
、「
Ａ
社
及
び
Ｂ
銀
行
は
、

属
性
チ
ェ
ッ
ク
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
し
、
Ｃ
社
と
の
間
で
も
関

連
会
社
化
の
前
後
に
お
い
て
、
属
性
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
に
向
け
た
交

渉
を
行
っ
て
い
た
と
い
え
る
」。
Ａ
社
ら
に
対
す
る
第
一
回
お
よ
び

第
二
回
の
事
後
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
の
報
告
は
簡
略
な
も
の
に
と
ど
ま

り
、
第
三
回
以
降
の
事
後
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
は
報
告
さ
え
さ
れ
て
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
の
割
合
は
一
般

与
信
取
引
に
お
け
る
割
合
と
比
し
て
差
が
な
い
こ
と
、
反
社
会
的
勢

力
と
の
取
引
と
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
実
際
に
反
社
会
的
勢
力
と
警
察

に
確
認
さ
れ
る
の
は
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
、
本
件
当
時
は
ま
だ
社
会

的
に
反
社
会
的
勢
力
の
排
除
が
大
き
な
潮
流
と
な
り
か
け
る
時
期
で

あ
り
、
過
去
の
対
応
事
例
や
他
の
メ
ガ
バ
ン
ク
の
参
考
事
例
も
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
Ｙ
ら
に
お
い
て
、
Ａ
社
な
い
し
…
…
グ
ル
ー

プ
に
お
け
る
反
社
会
的
勢
力
防
止
の
た
め
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に

支
障
が
生
じ
て
い
た
と
は
せ
ず
、
監
視
・
監
督
を
行
わ
な
か
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
そ
の
判
断
に
裁
量
違
反
は
な
く
、
本
件
全
証
拠
を
精

査
し
て
も
、
監
督
・
是
正
が
必
要
と
な
る
特
段
の
事
情
が
あ
っ
た
と

認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
」
と
し
た
。
ま
た
、
新
た
な
取
引
の

発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制
を
構
築
す
る
義
務
（
チ
ェ
ッ
ク
体
制

の
強
化
義
務
）
に
つ
い
て
、「
Ｙ
ら
に
は
、
Ａ
社
の
取
締
役
と
し
て
、

反
社
会
的
勢
力
に
対
し
、
一
元
的
に
対
応
す
る
組
織
体
制
を
構
築
し
、

反
社
会
的
勢
力
か
ら
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
全

体
と
し
て
属
性
判
断
を
行
う
体
制
を
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
と
し
て
構

築
す
る
義
務
、
そ
し
て
こ
れ
が
適
正
か
つ
円
滑
に
運
営
さ
れ
る
よ
う

に
監
視
す
る
義
務
は
あ
る
と
い
え
る
も
の
の
、
こ
れ
を
超
え
て
、
関

連
会
社
で
は
あ
っ
た
と
は
い
え
、
別
会
社
で
あ
る
Ｃ
社
に
対
し
、
Ｘ

ら
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
子
会
社
で
あ
る
Ｂ
銀
行
に
強
い
て
、
Ａ
社

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
た
入
口
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
構
築
さ
せ
る
義
務

が
あ
っ
た
と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」「
…
Ａ
社
に
お
い
て
は
、

グ
ル
ー
プ
経
営
管
理
規
程
等
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
本
件
に
お
い
て

は
、
監
督
・
是
正
義
務
の
一
環
と
し
て
何
ら
か
の
対
応
を
行
う
こ
と

が
必
要
と
な
る
特
段
の
事
情
も
な
か
っ
た
以
上
、
結
果
的
に
入
口
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チ
ェ
ッ
ク
を
導
入
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ

の
点
の
み
を
強
調
し
て
Ｙ
ら
に
Ａ
社
の
取
締
役
と
し
て
の
義
務
違
反

を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
」

二　

具
体
的
取
引
の
解
消
義
務
違
反
（
任
務
懈
怠
②
）
の
有
無

　

Ｙ
ら
は
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
取
引
解

消
の
た
め
の
措
置
、
す
な
わ
ち
取
締
役
会
決
議
（
保
証
債
務
履
行
請

求
を
行
い
、
代
位
弁
済
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
引
を
解
消
す
る

旨
）
を
す
べ
き
義
務
を
怠
っ
た
と
の
主
張
に
つ
い
て
、「
…
…
本
件

経
緯
に
鑑
み
れ
ば
、
Ｙ
ら
に
お
い
て
、
子
会
社
で
あ
る
Ｂ
銀
行
に
対

し
、
本
件
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン
に
お
け
る
反
社
会
的
勢
力
と
の
取

引
に
関
し
て
、
具
体
的
な
取
引
解
消
の
た
め
の
措
置
、
つ
ま
り
保
証

債
務
履
行
請
求
を
行
い
、
代
位
弁
済
さ
せ
る
こ
と
を
Ａ
社
の
取
締
役

会
で
決
議
す
る
義
務
を
負
担
し
て
い
た
と
ま
で
は
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
」

三　
「
こ
の
よ
う
な
結
果
に
至
っ
た
過
程
で
は
、
…
…
グ
ル
ー
プ
内

外
の
法
人
と
し
て
の
会
社
の
独
立
性
、
本
件
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン

の
特
質
か
ら
生
じ
る
対
策
実
行
の
難
し
さ
な
ど
と
い
っ
た
事
情
が

あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
反
社
会
的
勢
力
排
除
に
つ
い
て
も
、
そ

の
時
々
の
社
会
情
勢
や
実
際
の
取
引
状
況
、
業
務
遂
行
過
程
の
諸
事

情
を
考
慮
し
つ
つ
、
段
階
的
に
実
現
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

も
確
か
で
あ
る
。
実
際
、
反
社
会
的
勢
力
排
除
の
流
れ
は
、
当
初
は

企
業
が
反
社
会
的
勢
力
か
ら
被
害
を
防
止
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、

そ
の
後
取
組
が
拡
大
し
た
も
の
の
、
本
件
当
時
は
ま
だ
社
会
的
に
も

反
社
会
的
勢
力
の
排
除
が
大
き
な
潮
流
と
な
り
か
け
る
時
期
で
あ
り
、

過
去
の
対
応
事
例
や
他
の
メ
ガ
バ
ン
ク
の
参
考
事
例
も
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
本
件
に
お
け
る
諸
般
の
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
本
件
キ
ャ

プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン
に
お
け
る
取
引
先
に
反
社
会
的
勢
力
が
結
果
的
に

入
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
Ａ
社
や
Ｂ
銀
行
が
政
策
的
な
観
点
か
ら
非

難
さ
れ
、
あ
る
い
は
改
善
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
格
別
、
そ
の
よ
う

な
結
果
の
み
を
も
っ
て
Ａ
社
の
取
締
役
で
あ
っ
た
Ｙ
ら
に
つ
い
て
、

法
的
義
務
違
反
と
し
て
責
任
追
及
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は

な
い
」

〔
研　

究
〕

　

判
旨
に
一
部
疑
問
が
残
る
。

一　

本
判
決
の
意
義

　

本
件
は
、
い
わ
ゆ
る
グ
ル
ー
ブ
内
部
統
制
構
築
義
務
と
の
関
係
に

お
い
て
、
親
会
社
に
よ
る
具
体
的
な
指
図
で
は
な
く
、
監
視
・
監
督

義
務
（
不
作
為
）
の
違
反
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
本
判
決

は
、
平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
が
明

文
化
さ
れ
る
前
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
グ
ル
ー
プ
内
部
統

制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
の
内
容
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
判
例
は
存
在
し
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な
い
こ
と
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
の
内
容
、

と
り
わ
け
銀
行
持
株
会
社
の
取
締
役
の
義
務
（
と
そ
の
射
程
）、
さ

ら
に
は
、
運
用
状
況
の
継
続
的
な
監
視
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
、

既
存
の
シ
ス
テ
ム
強
化
が
求
め
ら
れ
る
「
特
段
の
事
情
」
の
有
無
や

そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
採
り
う
る
介
入
措
置
な
ど
を
考
え
る
う

え
で
参
考
と
な
る
（
中
東
正
文
「
本
件
判
批
」
令
和
二
年
度
重
要
判

例
解
説
七
六
頁
［
本
判
決
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
親
会
社
取

締
役
が
何
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
一
定
の
判
断
が
示
さ
れ
た
と
す

る
］）。

二　

平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
並
び
に
判
例
及
び
学
説
等
に
お
け
る

議
論
状
況

1
．
平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
を
め
ぐ
る
議
論

　

大
会
社
の
取
締
役
会
は
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
基
本
方

針
を
決
定
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
こ
ろ
（
会
社
法
三
六
二
条
五

項
等
）、
平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
で
は
、
従
来
法
務
省
令
に
規
定

さ
れ
て
い
た
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
に
関
す
る
事
項
（
平
成
二
六
年
改

正
前
会
社
法
施
行
規
則
一
〇
〇
条
一
項
五
号
等
）
の
う
ち
、「
当
該

株
式
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
か
ら
成
る
企
業
集
団
の
業
務
の
適
正
を

確
保
す
る
た
め
」
の
体
制
の
整
備
に
係
る
規
定
が
会
社
法
に
規
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
い
わ
ゆ
る
会
社
法
へ
の
格
上
げ
）（
会
社
法

三
六
二
条
四
項
六
号
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
「
法
務
省
令
で
定
め
る
体

制
」
に
つ
い
て
も
所
要
の
改
正
が
行
わ
れ
た
（
平
成
二
六
年
改
正
会

社
法
施
行
規
則
位
一
〇
〇
条
一
項
五
号
イ
～
ニ
））。
企
業
グ
ル
ー
プ

内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
義
務
は
、
会
社
法
の
規
定
に
よ
っ
て
根

拠
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
理
論
的
に
は
、
次
に
見
る
学
説
に

お
け
る
議
論
の
進
展
か
ら
導
か
れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
（
加
藤
貴

仁
ほ
か
「〈
座
談
会
〉
平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
の
検
討
」
ソ
フ
ト

ロ
ー
研
究
二
四
号
（
二
〇
一
四
）
一
三
五
頁
［
藤
田
友
敬
発
言
］、

渡
辺
邦
広
＝
草
原
敦
夫
「
親
会
社
取
締
役
の
子
会
社
管
理
責
任
」
商

事
法
務
二
一
五
八
号
（
二
〇
一
八
）
三
三
頁
、
三
六
―
三
七
頁
）。

　

平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
と
の
関
係
で
注
目
に
値
す
る
の
が
、
法

制
審
議
会
会
社
法
制
部
会
に
お
け
る
議
論
状
況
で
あ
る
。
会
社
法
制

部
会
第
二
四
回
会
議
で
は
、
親
会
社
に
よ
る
子
会
社
業
務
の
監
督
義

務
を
め
ぐ
る
議
論
を
通
じ
て
、
親
会
社
取
締
役
の
子
会
社
監
督
の
職

務
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
解
釈
上
の
疑
義
は
相
当
程
度
払
拭

さ
れ
た
と
の
評
価
が
示
さ
れ
（
岩
原
紳
作
部
会
長
発
言
）、
ま
た
、

後
に
見
る
野
村
證
券
事
件
東
京
地
裁
判
決
の
考
え
方
は
も
は
や
維
持

し
え
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
趣
旨
で
、
企
業
集
団
体
制
整
備
規
定

が
、
会
社
法
施
行
規
則
か
ら
会
社
法
の
規
定
に
格
上
げ
さ
れ
る
こ
と

が
決
定
さ
れ
た
と
評
さ
れ
て
い
る
（
会
社
法
制
部
会
第
二
〇
回
会
議

［
藤
田
友
敬
発
言
］）。
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企
業
グ
ル
ー
プ
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
基
本
方
針
と
し

て
取
締
役
会
が
決
定
義
務
を
負
う
対
象
は
、
企
業
グ
ル
ー
プ
全
体
の

内
部
統
制
に
つ
い
て
の
当
該
株
式
会
社
（
親
会
社
）
に
お
け
る
体
制

で
あ
っ
て
、
当
該
株
式
会
社
の
子
会
社
自
体
の
体
制
で
は
な
い
と
解

さ
れ
る
（
坂
本
三
郎
編
著
『
一
問
一
答　

平
成
二
六
年
改
正
会
社
法

［
第
二
版
］』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
五
）
二
三
六
頁
注
1
）。

2
．
従
来
の
判
例
と
そ
の
分
析

　

内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
は
、
個
別
企
業
に
係
る
も
の
と
グ

ル
ー
プ
企
業
に
係
る
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
個
別
企
業
に
つ
い

て
は
別
稿
で
整
理
を
試
み
た
（
拙
稿
「
内
部
統
制
に
関
す
る
民
事
責

任
―
裁
判
例
の
展
開
」
河
内
隆
史
編
集
代
表
『
金
融
商
品
取
引
法
の

理
論
・
実
務
・
判
例
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
九
）
一
九
二
頁
以
下

参
照
）
こ
と
が
あ
り
、
以
下
で
は
、
グ
ル
ー
プ
企
業
関
連
の
裁
判
例

を
中
心
に
取
り
上
げ
る
。

　

グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
を
考
え
る
際
に
参
考
と

な
る
（
裁
）
判
例
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
（
な
お
、
先
例
と
し
て

最
判
平
成
三
〇
年
二
月
一
五
日
裁
時
一
六
九
四
号
一
頁
（
イ
ビ
デ
ン

事
件
）
を
挙
げ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
見
方
も
あ
り
得
る
が
、
親

会
社
取
締
役
の
子
会
社
管
理
義
務
の
議
論
と
は
文
脈
が
異
な
る
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
こ
と
と
す
る
）。

①
東
京
地
判
平
成
一
三
年
一
月
二
五
日
資
料
版
商
事
二
〇
三
号
一
九

四
頁
（
野
村
証
券
事
件
）、
②
福
岡
高
判
平
成
二
四
年
四
月
一
三
日

金
判
一
三
九
九
号
二
四
頁
、
東
京
地
判
平
成
二
三
年
一
月
二
六
日
金

判
一
三
六
七
号
四
一
頁
（
福
岡
魚
市
場
事
件
）、
③
東
京
地
判
平
成

二
三
年
一
一
月
二
四
日
判
時
二
一
五
三
号
一
〇
九
頁
（
ユ
ー
シ
ン
事

件
）
の
三
つ
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
①
判
決
は
「
親
会
社
と
子
会
社
（
孫
会
社
）
は
別
個
独
立

の
法
人
で
あ
っ
て
、
子
会
社
（
孫
会
社
）
に
つ
い
て
法
人
格
否
認
の

法
理
を
適
用
す
べ
き
場
合
の
他
は
、
財
産
の
帰
属
関
係
も
別
異
に
観

念
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
業
務
執
行
機
関
と
監
査
機
関
も
存
す
る

こ
と
か
ら
、
子
会
社
の
経
営
に
つ
い
て
の
決
定
、
業
務
執
行
は
子
会

社
の
取
締
役
が
行
う
も
の
で
あ
り
、
親
会
社
の
取
締
役
は
、
特
段
の

事
情
の
な
い
限
り
、
子
会
社
の
取
締
役
の
業
務
執
行
の
結
果
子
会
社

に
損
害
が
生
じ
、
さ
ら
に
親
会
社
に
損
害
を
与
え
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
直
ち
に
親
会
社
に
対
し
任
務
懈
怠
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な

い
。」「
も
っ
と
も
、
親
会
社
と
子
会
社
の
特
殊
な
資
本
関
係
に
鑑
み
、

親
会
社
の
取
締
役
が
子
会
社
に
指
図
す
る
な
ど
、
実
質
的
に
子
会
社

の
意
思
決
定
を
支
配
し
た
と
評
価
し
う
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

親
会
社
取
締
役
の
右
指
図
が
親
会
社
に
対
す
る
善
管
注
意
義
務
や
法

令
に
違
反
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
右
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
し
て
、

親
会
社
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
親
会
社
の
取
締
役
に
損
害
賠
償

責
任
が
肯
定
さ
れ
る
。」
と
し
た
。
次
に
、
②
判
決
は
、「
被
告
ら
は
、
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親
会
社
及
び
子
会
社
に
お
い
て
従
前
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
き
た
在
庫

の
増
加
に
つ
い
て
取
締
役
会
等
に
お
け
る
指
揮
及
び
指
導
に
も
か
か

わ
ら
ず
こ
れ
が
改
善
さ
れ
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
親
会
社
の
代
表
取
締
役
又
は
取
締
役
と
し
て
、
遅
く
と
も
公
認

会
計
士
か
ら
の
指
摘
を
受
け
た
…
…
時
点
で
、
親
会
社
の
取
締
役
と

し
て
、
親
会
社
及
び
子
会
社
…
…
の
在
庫
の
増
加
の
原
因
を
解
明
す

べ
く
、
従
前
の
よ
う
な
一
般
的
な
指
示
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
自

ら
、
あ
る
い
は
、
親
会
社
の
取
締
役
会
を
通
じ
、
さ
ら
に
は
、
子
会

社
の
取
締
役
に
働
き
か
け
る
な
ど
し
て
、
個
別
の
契
約
書
等
の
確
認
、

在
庫
の
検
品
や
担
当
者
か
ら
の
聴
き
取
り
等
の
よ
り
具
体
的
か
つ
詳

細
な
調
査
を
し
、
又
は
こ
れ
を
命
ず
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
と
い
え

る
」
と
し
た
。
最
後
に
、
③
判
決
は
「
本
件
不
動
産
の
取
得
の
是
非

が
ユ
ー
シ
ン
の
取
締
役
会
に
付
議
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
親
会
社
の
代

表
取
締
役
自
身
が
現
地
視
察
を
行
っ
た
り
、
取
締
役
会
に
お
い
て
自

ら
作
成
し
た
資
料
を
用
い
て
本
件
不
動
産
を
取
得
す
る
必
要
性
や
財

務
上
の
負
担
に
つ
い
て
説
明
す
る
な
ど
し
て
積
極
的
に
本
件
不
動
産

の
取
得
に
係
る
意
思
形
成
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本

件
不
動
産
に
お
い
て
工
場
を
稼
働
さ
せ
る
こ
と
が
ユ
ー
シ
ン
広
島
の

み
な
ら
ず
ユ
ー
シ
ン
グ
ル
ー
プ
全
体
に
大
き
な
利
害
関
係
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
、
親
会
社
の
代
表
取
締
役
に
関
し
て
も
、
ユ
ー
シ
ン
の
完

全
子
会
社
で
あ
る
ユ
ー
シ
ン
広
島
が
契
約
主
体
と
な
っ
た
本
件
不
動

産
の
購
入
に
先
立
つ
調
査
に
つ
い
て
善
管
注
意
義
務
違
反
が
問
題
と

な
り
得
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
上
場
会
社
で

あ
る
親
会
社
の
代
表
取
締
役
が
子
会
社
の
行
う
数
々
の
取
引
に
つ
い

て
逐
一
調
査
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
親
会
社
の
代
表

取
締
役
の
主
張
は
、
本
件
で
は
採
用
で
き
な
い
。」
と
し
た
。

　

し
か
し
、
持
株
会
社
化
が
進
ん
だ
今
日
の
会
社
法
の
下
で
は
、
す

で
に
触
れ
た
よ
う
に
①
判
決
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
な
い
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
に
加
え
、
②
事
件
お
よ
び
③
事
件
と
も
に
、
先
例
と
し
て

位
置
づ
け
る
余
地
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
正
面
か
ら
一
般
論
と
し
て
親

会
社
の
取
締
役
の
子
会
社
管
理
責
任
を
認
め
る
事
例
と
し
て
ふ
さ
わ

し
く
な
い
（
事
例
判
決
）
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
斎
藤
真
紀
「
②
判

批
」
商
事
二
一
〇
〇
号
（
二
〇
一
六
）
八
七
頁
、
中
村
直
人
『
ケ
ー

ス
か
ら
考
え
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
』（
商
事
法
務
、
二
〇

一
七
）
一
六
三
頁
、
渡
辺
＝
草
原
・
前
掲
三
三
頁
、
三
九
頁
注
28
等

参
照
）。
現
段
階
で
は
、
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
構
築
義
務
の
内
容
を

考
え
る
う
え
で
直
接
に
参
考
と
な
る
裁
判
例
は
存
在
し
な
い
と
考
え

ざ
る
を
得
な
い
。

3
．
学
説
に
お
け
る
議
論

　

⑴　

親
会
社
取
締
役
の
子
会
社
管
理
義
務

　

か
つ
て
持
株
会
社
が
解
禁
さ
れ
る
前
は
、
独
占
禁
止
法
違
反
に
問

わ
れ
な
い
た
め
に
、
子
会
社
の
事
業
活
動
に
関
与
し
な
い
こ
と
が
、
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法
的
観
点
か
ら
は
、
む
し
ろ
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
や
、

子
会
社
は
親
会
社
の
指
図
に
従
う
法
的
な
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
こ

と
を
背
景
に
（
岩
原
紳
作
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
・
補
巻

（
平
成
二
六
年
改
正
）』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
九
）
三
九
六
頁
［
加

藤
貴
仁
執
筆
］）、
親
会
社
取
締
役
の
監
督
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
慎

重
な
見
解
（
例
え
ば
、
志
谷
匡
史
「
親
子
会
社
と
取
締
役
の
責
任
」

小
林
秀
之
・
近
藤
光
男
編
『
株
主
代
表
訴
訟
大
系
』（
弘
文
堂
、
一

九
九
六
）
八
三
頁
、
八
五
頁
）
が
存
在
し
た
。
比
較
的
最
近
で
は
、

た
し
か
に
親
会
社
の
事
業
目
的
は
子
会
社
の
管
理
を
行
う
こ
と
に
あ

る
が
、
子
会
社
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
の
は
、
親
会
社

の
取
締
役
で
は
な
く
、
子
会
社
の
取
締
役
会
・
代
表
取
締
役
で
あ
り
、

そ
う
だ
と
す
る
と
、
株
主
権
（
法
的
な
権
限
）
の
行
使
と
し
て
、
一

定
の
方
針
に
従
っ
て
、
子
会
社
の
意
思
決
定
や
内
部
統
制
の
構
築
・

運
用
に
関
与
す
る
こ
と
（
確
認
・
情
報
収
集
作
業
）
と
解
さ
れ
る

（
中
村
・
前
掲
一
六
三
頁
）
と
の
指
摘
が
あ
る
（
子
会
社
株
主
と
し

て
の
株
主
権
の
行
使
を
超
え
て
、
親
会
社
の
取
締
役
に
子
会
社
の
監

督
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
対
し
て
慎
重
な
見
解
も
存
す
る
（
高
橋
英

治
「
企
業
集
団
に
お
け
る
内
部
統
制
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
五
二
号

（
二
〇
一
三
）
三
〇
―
三
一
頁
））。

　

こ
の
よ
う
な
慎
重
論
に
対
し
て
は
、
平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
に

つ
な
が
る
学
説
に
お
け
る
解
釈
論
の
進
展
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
理
論
的
に
は
、
親
会
社
の
取
締
役
に
は
資
産
と
し
て
の
グ
ル
ー

プ
会
社
株
式
を
管
理
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
に
基
づ
き
、

親
会
社
取
締
役
の
グ
ル
ー
プ
会
社
管
理
義
務
を
認
め
る
考
え
方
（
舩

津
浩
司
『「
グ
ル
ー
プ
経
営
」
の
義
務
と
責
任
』（
商
事
法
務
、
二
〇

一
〇
）
二
三
〇
頁
、
同
「
子
会
社
管
理
義
務
を
め
ぐ
る
理
論
的
課

題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
九
五
号
（
二
〇
一
六
）
五
三
頁
）、
さ
ら
に
、

東
京
地
判
平
成
一
三
年
判
決
（
前
掲
・
①
判
決
）
は
、
親
会
社
の
取

締
役
は
子
会
社
（
事
案
で
は
孫
会
社
）
の
経
営
を
監
視
す
る
た
め
の

内
規
を
制
定
す
べ
き
義
務
を
怠
っ
た
と
の
主
張
に
つ
い
て
、
法
理

上
・
条
理
上
の
根
拠
が
な
い
と
し
て
退
け
た
が
、
修
正
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
と
の
見
解
（
加
藤
貴
仁
「
企
業
グ
ル
ー
プ
の
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
多
重
代
表
訴
訟
の
意
義
」
西
村
高
等
法

務
研
究
書
［
責
任
編
集
］
＝
落
合
誠
一
・
太
田
洋
・
柴
田
寛
子
［
編

著
］『
会
社
法
制
見
直
し
の
視
点
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
二
）
九
二

頁
注
57
）
が
有
力
に
な
っ
た
。
平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
を
支
え
る

理
論
的
な
根
拠
が
提
示
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
親
会
社
取
締
役
の

子
会
社
管
理
義
務
を
肯
定
的
に
捉
え
る
見
解
に
お
い
て
、
企
業
グ

ル
ー
プ
に
係
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
は
多
様
な
形
態
が
あ
り
得
、

親
会
社
の
取
締
役
に
幅
広
い
裁
量
の
余
地
が
あ
る
こ
と
は
一
般
に
認

め
ら
れ
て
い
る
（
田
中
亘
『
会
社
法
［
第
三
版
］』（
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
二
一
）
二
七
五
頁
等
）。
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ま
た
、
親
会
社
取
締
役
の
子
会
社
管
理
義
務
の
内
容
と
の
関
係
で
、

（
完
全
）
親
子
会
社
関
係
に
お
い
て
親
会
社
取
締
役
が
子
会
社
の
取

締
役
を
兼
任
し
て
い
る
場
合
に
、
親
会
社
の
利
益
の
た
め
に
子
会
社

の
取
締
役
と
し
て
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
の
見

解
が
あ
る
（
三
浦
治
「
②
判
決
・
判
批
」
金
判
一
四
一
四
号
五
頁
、

舩
津
浩
司
「
判
批
」『
会
社
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
六
）
一
一
一
頁
）。

　

⑵　

純
粋
持
株
会
社
の
場
合

　

平
成
九
年
の
独
占
禁
止
法
の
改
正
を
受
け
て
、
持
株
会
社
形
態
が

普
及
す
る
な
ど
し
て
グ
ル
ー
プ
経
営
が
進
展
し
て
い
る
近
時
に
お
い

て
は
、
親
会
社
取
締
役
は
、
子
会
社
管
理
も
そ
の
任
務
と
し
て
担
い
、

そ
の
管
理
を
怠
っ
た
場
合
に
親
会
社
に
対
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
は

一
般
論
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
と
の
見
解
（
山
下
友
信
「
持
株
会
社
シ

ス
テ
ム
に
お
け
る
取
締
役
の
民
事
責
任
」
金
融
法
務
研
究
会
第
一
分

科
会
報
告
書
『
金
融
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
』（
二
〇
〇
六
）
三
三
頁
）
や
一
般
論
と
し
て
上

位
会
社
の
業
務
執
行
者
が
上
位
会
社
に
対
し
て
負
う
べ
き
下
位
会
社

を
監
督
す
る
義
務
が
存
在
す
る
と
の
見
方
も
示
さ
れ
た
（
舩
津
・
前

掲
『
グ
ル
ー
プ
経
営
』
二
三
〇
頁
―
二
三
一
頁
）。
さ
ら
に
、
と
り

わ
け
、
銀
行
持
株
会
社
と
子
銀
行
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
場
面
に

お
い
て
、
親
会
社
の
取
締
役
が
子
会
社
管
理
に
つ
い
て
負
う
義
務
の

内
容
に
つ
い
て
、
銀
行
持
株
会
社
が
子
銀
行
の
管
理
に
つ
い
て
一
定

の
権
限
を
持
ち
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
の

よ
う
な
規
定
（
銀
行
法
五
二
条
の
二
一
等
）
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、

子
会
社
の
管
理
に
つ
い
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
法
的
に

義
務
付
け
る
必
要
性
が
高
い
こ
と
（
加
藤
貴
仁
「
企
業
結
合
法
制
と

銀
行
規
制
の
関
係
に
つ
い
て
」
金
融
法
務
研
究
会
第
一
分
科
会
報
告

書
『
金
融
規
制
の
観
点
か
ら
み
た
銀
行
グ
ル
ー
プ
を
め
ぐ
る
法
的
課

題
』（
二
〇
一
三
）
一
三
―
一
四
頁
）
や
業
務
・
リ
ス
ク
管
理
等
に

関
し
て
は
、
子
会
社
に
つ
い
て
そ
れ
が
あ
た
か
も
銀
行
の
一
部
門
で

あ
る
か
の
よ
う
に
銀
行
持
株
会
社
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
求

め
て
い
る
（
岩
原
紳
作
「
銀
行
持
株
会
社
に
よ
る
子
会
社
管
理
に
関

す
る
銀
行
法
と
会
社
法
の
交
錯
」
門
口
正
人
判
事
退
官
記
念
『
新
し

い
時
代
の
民
事
司
法
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
一
）
四
四
二
頁
、
同

「
金
融
グ
ル
ー
プ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
在
り
方
―
銀
行
法
と
会
社
法
の

交
錯
―
」
金
融
法
務
研
究
会
第
一
分
科
会
報
告
書
『
金
融
持
株
会
社

に
よ
る
グ
ル
ー
プ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
方
向
性
お
よ
び
法
規
制
上
の
論
点

の
考
察
』（
二
〇
一
七
）
一
〇
四
頁
）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
な
お
、

米
国
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
の
取
締
役
の
責
任
を
め
ぐ
る
議
論
で

は
、
持
株
会
社
の
取
締
役
が
子
銀
行
の
取
締
役
と
同
じ
よ
う
に
銀
行

の
監
督
に
関
与
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

See e.g., Jonathan R. M
acey &

 M
aureen O

’hara, V
ertical 
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and H
orizontal Problem

s in Financial Regulation and 
Corporate Governance, in Jeffrey N

. Gordon &
 W
olf-

Georg Ringe ed., T
he O

xford H
andbook of CO

RPO
RA
T
E 

LA
W
 A
N
D
 GO
V
ERN

A
N
CE 

（O
xford U

niv. Press, 2018

）, 
at 1092-93

）.
も
っ
と
も
、
子
銀
行
の
取
締
役
が
銀
行
持
株
会
社
の

取
締
役
の
指
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
定
め
る
規
定
は
な

く
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
監
督
規
制
の
要
請
を
果
た
す
こ
と
が
で

き
る
手
法
を
会
社
法
が
必
ず
し
も
用
意
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

と
も
い
わ
れ
る
（
加
藤
・
前
掲
一
四
―
一
五
頁
）。

　

⑶　

親
会
社
意
思
の
実
現
・
子
会
社
へ
の
介
入
方
法

　

親
会
社
取
締
役
の
子
会
社
管
理
義
務
を
肯
定
的
に
理
解
す
る
と
し

て
も
、
親
会
社
と
子
会
社
は
別
法
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
親
会
社
の

意
思
が
ど
の
よ
う
な
形
で
グ
ル
ー
プ
会
社
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
か

が
重
要
な
問
題
と
な
る
（
こ
の
点
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
、
舩
津
浩

司
「
グ
ル
ー
プ
会
社
管
理
に
関
す
る
理
論
的
検
討
―
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
お
よ
び
分
析
結
果
を
み
て
―
」
商
事
法
務
二
一
六
七
号
（
二
〇
一

八
）
六
―
八
頁
参
照
（
以
下
、
舩
津
・
理
論
的
検
討
））。

　

少
な
く
と
も
株
主
権
の
行
使
と
し
て
法
令
に
明
文
の
根
拠
の
あ
る

権
限
の
行
使
（
舩
津
浩
司
「
親
会
社
取
締
役
の
子
会
社
管
理
義
務
を

め
ぐ
る
実
務
認
識
、
理
論
動
向
と
裁
判
例
」
法
学
教
室
四
五
三
号

（
二
〇
一
八
）
九
五
頁
）
や
確
認
・
情
報
収
集
作
業
等
（
中
村
・
前

掲
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
ま
た
、
一
定
の
規
程
を

作
成
の
う
え
、
契
約
の
締
結
や
確
認
書
の
差
し
入
れ
と
い
う
契
約
的

ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
ほ
か
、
親
会
社
の
方
針
を
理
解
し
て
い
る
親
会

社
の
役
員
や
従
業
員
の
グ
ル
ー
プ
会
社
へ
の
派
遣
が
考
え
ら
れ
る

（
舩
津
・
前
掲
「
理
論
的
検
討
」
六
頁
―
七
頁
）。
さ
ら
に
、
完
全
子

会
社
で
な
い
場
合
に
、
現
に
見
逃
し
が
た
い
問
題
が
生
じ
て
い
る
場

合
に
は
、
株
式
の
売
却
に
よ
る
退
出
や
必
要
な
介
入
手
段
を
確
保
す

べ
く
出
資
比
率
の
引
上
げ
、
少
数
株
主
の
排
除
等
の
措
置
を
講
じ
る

義
務
が
生
じ
、
漫
然
放
置
し
た
場
合
に
は
グ
ル
ー
プ
会
社
管
理
義
務

違
反
に
該
当
す
る
（
舩
津
・
前
掲
「
理
論
的
検
討
」
七
頁
―
八
頁
）。

　

⑷　

親
会
社
の
損
害
論

　

親
子
会
社
関
係
の
あ
る
事
案
に
お
い
て
親
会
社
の
被
る
損
害
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
か
る
か
が
問
題
と
な
る
。
本
件
で
は
、
親
会

社
の
被
る
損
害
と
し
て
、
信
用
棄
損
に
起
因
す
る
直
接
損
害
の
ほ
か
、

子
会
社
の
業
務
停
止
等
に
起
因
す
る
損
害
が
含
め
ら
れ
た
が
、
親
会

社
取
締
役
の
義
務
違
反
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
損
害
額
に
つ
い
て

の
判
断
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
損
害
論
は
今
後
の
課
題
と
考
え
ら
れ

る
（
完
全
親
子
会
社
関
係
の
事
案
で
、
完
全
子
会
社
の
損
害
＝
親
会

社
の
損
害
と
し
た
も
の
と
し
て
、
最
一
小
判
平
成
五
・
九
・
九
民
集

四
七
巻
七
号
四
八
一
四
頁
。
子
会
社
ひ
い
て
は
親
会
社
の
拡
大
損
害

に
つ
い
て
の
認
定
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
債
権
放
棄
分
の
み
損
害
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と
し
て
認
め
た
も
の
と
し
て
、
前
掲
②
判
決
）。

4
．
経
済
産
業
省
「
グ
ル
ー
プ
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す

る
実
務
指
針
（
グ
ル
ー
プ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」（
二
〇
一
九
年
六
月
二

八
日
）（
以
下
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
関
連

　

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
最
近
の
学
説
に
お
け
る
理
論
的
な
進
展
を

踏
ま
え
、
親
会
社
取
締
役
会
は
、
グ
ル
ー
プ
全
体
の
内
部
統
制
シ
ス

テ
ム
の
構
築
に
関
す
る
基
本
方
針
を
決
定
し
、
そ
の
構
築
・
運
用
を

監
視
・
監
督
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
子
会
社
に
お
け
る
具
体

的
な
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
運
用
の
監
督
に
つ
い
て
は
、
親

会
社
の
取
締
役
に
一
定
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
、
判
断
の
過
程
や
内
容

が
著
し
く
不
合
理
な
場
合
を
除
き
、
善
管
注
意
義
務
違
反
を
問
わ
れ

な
い
と
す
る
。
そ
の
具
体
的
な
設
計
に
当
た
っ
て
は
、
各
社
の
経
営

方
針
や
各
子
会
社
の
体
制
等
に
応
じ
、
①
子
会
社
ご
と
の
体
制
整

備
・
運
用
を
基
本
と
し
つ
つ
、
各
子
会
社
に
お
け
る
対
応
が
適
切
に

行
わ
れ
て
い
る
か
を
親
会
社
が
監
視
・
監
督
す
る
「
監
視
・
監
督

型
」
や
、
②
子
会
社
も
親
会
社
の
社
内
部
門
と
同
様
に
扱
い
、
親
会

社
が
中
心
と
な
っ
て
一
体
的
に
整
備
・
運
用
す
る
「
一
体
運
用
型
」

の
選
択
や
組
み
合
わ
せ
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
（
本
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
内
容
に
つ
い
て
、
疋
田
正
彦
ほ
か
「「
グ
ル
ー
プ
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
実
務
指
針
」（
グ
ル
ー
プ
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
）
の
解
説
［
中
］」
商
事
二
二
〇
五
号
（
二
〇
一
九
）
一
六
―
一

八
頁
参
照
）。
ま
た
、
有
事
対
応
と
し
て
、
子
会
社
に
お
け
る
不
祥

事
は
、
親
会
社
の
直
接
の
関
与
が
あ
っ
た
よ
う
な
特
殊
な
場
合
を
除

き
、
第
一
次
的
に
は
子
会
社
の
取
締
役
等
の
責
任
で
あ
り
、
親
会
社

の
取
締
役
等
の
責
任
は
、
グ
ル
ー
プ
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構

築
・
運
用
に
お
い
て
、
子
会
社
管
理
に
つ
い
て
通
常
期
待
さ
れ
る
合

理
的
努
力
を
尽
く
し
て
い
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
第
二

次
的
な
も
の
で
あ
り
、
結
果
責
任
を
問
う
も
の
で
は
な
い
と
す
る

（4.10.3

（
実
務
上
の
対
応
））。

三　

判
旨
の
分
析
お
よ
び
検
討

　

Ｘ
ら
の
主
張
は
、
第
一
に
、
反
社
会
的
勢
力
と
の
新
た
な
取
引
の

発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制
を
構
築
す
る
義
務
（
Ｃ
社
に
お
い
て

Ａ
社
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
た
入
口
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
構
築
と

チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
体
制
の
構
築
）
の
違
反
、
第
二
に
、
取
引
先

に
反
社
会
的
勢
力
が
入
っ
て
い
た
場
合
に
お
け
る
具
体
的
な
取
引
解

消
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
義
務
の
違
反
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
の

点
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
グ
ル
ー
プ
レ
ベ
ル
で
の
「
平
時
の
」
内
部

統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
の
内
容
と
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
す

べ
き
義
務
（
特
段
の
事
情
）
の
有
無
が
問
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
具
体
的
な
問
題
が
発
生

し
た
場
合
に
お
け
る
是
正
措
置
あ
る
い
は
介
入
措
置
が
問
わ
れ
て
い
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る
。
以
下
で
は
、
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
を
め
ぐ

る
判
例
お
よ
び
学
説
の
議
論
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
件
判
旨
の
内

容
に
つ
い
て
分
析
・
検
討
す
る
。

1
．
判
旨
の
判
断
枠
組
み
（
任
務
懈
怠
①
）

　

⑴　

グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
の
内
容

　

判
旨
は
、「
経
営
管
理
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
銀
行
法
の
関
連
規

定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
親
会
社
に
お
い
て
グ
ル
ー
プ
全
体
に
適
用

さ
れ
る
「
基
本
方
針
の
策
定
」
と
こ
れ
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
を

「
監
視
・
監
督
」
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
親
会
社
に
お
い
て
「
是
正
の

た
め
の
決
議
」
を
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
Ａ
社
は

グ
ル
ー
プ
管
理
規
程
（
基
本
方
針
）
を
定
め
、
そ
れ
に
基
づ
く
グ

ル
ー
プ
管
理
契
約
を
締
結
し
、
一
元
的
な
組
織
体
制
を
構
築
し
て
い

る
こ
と
を
認
め
て
義
務
違
反
は
な
い
と
し
た
。

　

判
旨
は
、
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
の
内
容
に
つ

い
て
、
一
般
論
と
し
て
定
式
化
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
個
別
企

業
（
法
人
単
位
）
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
に
関
す
る
従
来

の
裁
判
例
を
踏
襲
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
内
容
は
、
東
京

地
裁
平
成
一
三
年
判
決
の
立
場
を
採
用
せ
ず
、
学
説
に
お
け
る
解
釈

論
の
展
開
や
平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
の
理
論
的
根
拠
と
さ
れ
る
子

会
社
管
理
義
務
を
受
け
入
れ
る
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
子
会
社
管
理
義
務
の
内
容
と
し
て
、
別
法
人
で
あ
る
子

会
社
に
対
し
て
具
体
的
に
ど
こ
ま
で
何
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、

子
会
社
に
対
す
る
直
接
の
管
理
を
認
め
る
こ
と
に
慎
重
な
学
説
の
立

場
に
近
い
。
基
本
的
に
は
、
金
融
審
議
会
「
金
融
グ
ル
ー
プ
を
巡
る

制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
～
金
融
グ
ル
ー

プ
を
巡
る
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
～
」
報
告
書
（
平
成
二
七
年
一

二
月
二
二
日
）
の
考
え
方
、
す
な
わ
ち
子
銀
行
の
株
主
と
し
て
の
権

限
行
使
と
は
別
に
、
持
株
会
社
が
子
銀
行
に
対
し
て
指
揮
命
令
を
行

い
得
る
こ
と
を
制
度
的
に
担
保
す
る
必
要
は
な
い
か
と
い
っ
た
点
に

つ
い
て
、
持
株
会
社
と
子
銀
行
と
で
は
法
人
格
を
別
に
す
る
こ
と
や
、

子
銀
行
の
少
数
株
主
や
債
権
者
が
存
在
す
る
こ
と
、
会
社
法
の
体
系

全
体
と
の
整
合
性
を
確
保
で
き
る
か
等
に
も
留
意
し
て
引
き
続
き
深

め
て
い
く
と
の
立
場
を
受
け
入
れ
る
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
本
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
設
計
（
前
掲
・
二
4
）
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
一
体
運

用
型
」
で
は
な
く
、「
監
視
・
監
督
型
」
の
体
制
を
想
定
し
た
も
の

と
解
さ
れ
る
。

　

判
旨
は
、
一
貫
し
て
子
会
社
に
対
し
て
具
体
的
な
業
務
や
措
置
を

強
い
る
な
ど
、
具
体
的
な
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
こ
と
ま
で
含
む
も
の

で
は
な
い
こ
と
や
、
銀
行
持
株
会
社
の
取
締
役
が
子
会
社
の
業
務
や

リ
ス
ク
管
理
等
に
関
し
て
、
あ
た
か
も
「
子
会
社
の
一
部
門
で
あ

る
」
か
の
よ
う
に
銀
行
持
株
会
社
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
銀

行
法
上
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
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理
由
と
し
て
、
会
社
で
あ
る
銀
行
の
経
営
管
理
を
法
律
上
の
義
務
と

し
て
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
銀
行
の
業
務
に
つ
い
て
一
般
的
な
方

向
付
け
を
行
い
、
こ
れ
を
監
督
す
る
と
い
う
抽
象
的
な
経
営
管
理
業

務
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
株
主
と
し
て
の
権

限
を
有
す
る
も
の
の
、
同
銀
行
の
取
締
役
等
に
対
し
、
具
体
的
に
指

揮
命
令
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
。

　

こ
の
部
分
の
判
旨
が
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
何
か
が
問

題
と
な
る
。
子
会
社
に
お
い
て
何
か
対
処
す
べ
き
問
題
が
生
じ
、
親

会
社
が
認
識
し
た
し
て
も
、
親
会
社
と
し
て
可
能
な
こ
と
は
、
決
議

す
る
こ
と
だ
け
と
い
う
こ
と
だ
と
す
る
と
、
子
会
社
管
理
義
務
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
極
め
て
貧
弱
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段
し
か
も
た

ず
、
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
の
実
効
性
は
疑
わ
し
い
（
中
東
・
前
掲
四

九
頁
は
、
夙
に
「
内
部
統
制
」
の
概
念
で
グ
ル
ー
プ
企
業
を
包
括
で

き
る
の
か
疑
問
を
呈
さ
れ
て
い
た
）。「
銀
行
の
一
内
部
部
門
」
で
あ

る
か
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
う
で
あ
る
場
合

と
比
し
て
義
務
違
反
の
認
定
が
緩
く
な
る
（
求
め
ら
れ
る
是
正
措
置

は
限
定
的
）
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
組
織
形
態
の
選

択
の
法
的
中
立
性
は
実
現
さ
れ
ず
、
持
株
会
社
形
態
を
選
択
す
る
こ

と
は
子
会
社
の
リ
ス
ク
を
外
部
化
す
る
不
適
切
な
リ
ス
ク
管
理
手
法

と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
個
別
企
業
の
内
部
統
制
シ

ス
テ
ム
に
お
い
て
も
、
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
と
き
、
ど
こ
ま

で
何
を
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
る
が
（
後
掲
⑶
）、
グ
ル
ー
プ
内
部
統

制
の
内
容
と
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
相
当
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
銀
行
持
株
会
社
の
取
締

役
は
銀
行
の
取
締
役
と
同
じ
よ
う
に
関
与
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
立

場
（
前
掲
・
二
3
⑵
）
も
あ
り
、
金
融
審
議
会
の
報
告
書
が
述
べ
る

通
り
、
子
銀
行
に
対
す
る
指
揮
命
令
等
の
可
能
性
（
別
法
人
で
あ
る

こ
と
を
前
提
と
す
る
と
立
法
論
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
）
に
つ
い
て

さ
ら
に
深
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

⑵　

監
視
・
是
正
義
務
と
特
段
の
事
情

　

判
旨
が
述
べ
る
一
般
論
自
体
の
当
否
は
と
も
か
く
、
そ
の
内
容
が

Ｘ
ら
の
主
張
に
対
す
る
応
答
と
し
て
適
切
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

本
件
で
は
、
監
督
・
是
正
義
務
の
一
環
と
し
て
の
「
特
段
の
事
情
」

の
有
無
の
判
断
が
結
論
に
影
響
を
与
え
る
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
。

Ｘ
ら
は
、
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
の
内
容
を
一
般

的
・
抽
象
的
に
問
題
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
反
社
会
的
勢
力
と
の

取
引
が
一
定
数
入
っ
て
い
る
事
実
を
受
け
て
属
性
チ
ェ
ッ
ク
を
含
む

体
制
を
強
化
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
判
旨
は
、
本
件

で
の
義
務
違
反
が
問
題
と
な
っ
た
当
時
、
暴
力
団
と
の
取
引
を
排
除

す
る
取
組
み
を
行
う
こ
と
が
社
会
的
に
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
認

め
な
が
ら
も
、
本
件
で
は
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
円
滑
な
運
用
に
支

障
を
来
す
よ
う
な
事
情
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
指
摘
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し
、
何
ら
か
の
対
応
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
特
段
の
事
情
も
な

か
っ
た
と
認
定
し
て
い
る
。
具
体
的
に
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
が

入
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
時
点
で
も
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の

欠
陥
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
特
段
の
事
情
は
存
在
し
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
あ
る
べ
き
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
内
容
と

し
て
、
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
発
覚
後
、
そ
も
そ
も
反
社
会
的
勢

力
と
の
取
引
を
一
切
遮
断
す
る
こ
と
や
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
ま
で

求
め
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
確
か
に
、
反
社
会
的
勢

力
と
の
取
引
を
一
切
排
除
す
る
完
璧
な
属
性
チ
ェ
ッ
ク
の
体
制
構
築

を
要
求
す
る
こ
と
は
無
理
を
強
い
る
も
の
で
あ
り
、
適
当
で
は
な
い

が
、
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
を
遮
断
す
る
こ
と
自
体
が
達
成
す
べ

き
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
反
社
会
的
勢
力
と

の
取
引
が
存
在
す
る
状
態
に
つ
い
て
順
次
解
消
さ
れ
て
い
く
の
を
待

つ
こ
と
自
体
は
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
新
た
な
取
引
の
発
生
を
防
止

す
る
た
め
の
体
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
欠
陥
を
是
正
す
べ
く
遅
滞
な

く
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
特
段
の
事
情
」
の
認
定
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。
判
旨
の
論
理
の
う
ち
、
監
視
・
是
正
の
た
め
の
特

段
の
事
情
の
有
無
に
関
す
る
取
締
役
の
判
断
に
裁
量
が
認
め
ら
れ
、

こ
れ
を
逸
脱
し
な
か
っ
た
か
ら
特
段
の
事
情
が
な
か
っ
た
よ
う
に
読

め
る
点
は
疑
問
で
あ
る
。
本
来
、
す
で
に
構
築
さ
れ
た
内
部
統
制
シ

ス
テ
ム
の
欠
陥
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
今
後
さ
ら
に
同
種
の
問
題
の

再
発
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
体
制
構
築
が
遅
滞
な
く
求
め
ら
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
特
段
の
事
情
の
有
無
は
、
取
締
役
の
裁
量
判
断
と
の

関
係
で
は
な
く
、
先
行
し
て
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
の
兆
候
（
レ
ッ
ド
フ
ラ
ッ
グ
）
な

ど
特
段
の
事
情
の
有
無
の
判
断
を
誤
っ
た
点
に
つ
い
て
善
管
注
意
義

務
違
反
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
本
件
で
は
、
特
段
の
事

情
は
存
在
し
た
が
、
当
時
の
社
会
規
範
に
照
ら
す
と
、
政
策
的
見
地

か
ら
の
批
判
は
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
の

一
切
の
遮
断
・
完
全
な
排
除
ま
で
法
的
に
要
求
さ
れ
る
も
の
で
な

か
っ
た
と
認
識
し
て
も
や
む
を
得
ず
、
そ
の
意
味
で
善
管
注
意
義
務

違
反
は
な
か
っ
た
と
い
う
論
理
構
成
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

　

⑶　

親
会
社
意
思
の
実
現
・
介
入
手
段

　

判
旨
は
、
親
会
社
の
取
締
役
に
は
子
銀
行
が
親
銀
行
の
一
部
門
で

あ
る
か
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い

と
述
べ
る
一
方
で
、「
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
円
滑
な
運
用
に
支
障

を
来
す
よ
う
な
事
情
が
見
受
け
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
会

社
で
あ
る
銀
行
に
対
し
て
具
体
的
な
業
務
を
直
接
指
導
す
る
な
ど
の

業
務
を
負
う
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
、
円
滑
な
運
用
に
支
障
を
来
す

な
ら
ば
、
直
接
指
導
の
義
務
が
あ
る
と
解
釈
（
反
対
解
釈
）
す
る
余
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地
を
残
し
て
い
る
（
こ
の
点
は
、
本
村
健
ほ
か
「
商
事
判
例
便
覧
№

七
三
三
（
三
四
〇
〇
）」
商
事
二
二
三
四
号
（
二
〇
二
〇
）
五
七
頁

に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
直
接
指
導
」
の
法
的
基
礎
づ
け

は
難
し
い
が
、
こ
こ
に
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
の
本
質
が
露
れ
た
と
評

す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
）。
反
対
解
釈
が
正
当
で
あ
れ
ば
、
判
旨
の

論
理
を
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

　

判
旨
は
、
監
視
・
是
正
義
務
の
一
環
と
し
て
何
ら
か
の
対
応
を
必

要
と
す
る
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
、
親
会
社
取
締
役
会
で
チ
ェ
ッ

ク
体
制
強
化
の
た
め
の
決
議
を
す
る
義
務
が
あ
る
と
す
る
。
子
会
社

で
の
問
題
や
個
別
企
業
を
含
む
シ
ス
テ
ム
全
体
で
の
欠
陥
が
明
ら
か

に
な
っ
た
と
き
、
親
会
社
で
決
議
を
す
る
こ
と
は
と
も
か
く
、
張
子

の
虎
に
し
な
い
た
め
に
は
そ
の
決
議
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
が

問
題
と
な
る
（
こ
れ
に
対
し
、
田
澤
元
章
「
本
件
判
批
」
法
教
四
八

〇
号
一
一
五
頁
で
は
、
親
会
社
の
定
め
た
基
本
方
針
を
子
会
社
（
銀

行
）
が
遵
守
し
て
い
る
か
を
監
督
し
、
必
要
に
応
じ
て
是
正
を
求
め

る
こ
と
を
親
会
社
の
取
締
役
会
で
決
議
す
る
こ
と
が
親
会
社
取
締
役

の
義
務
で
あ
る
と
説
か
れ
る
）。
本
件
で
は
、
そ
の
よ
う
な
特
段
の

事
情
は
存
在
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
点
は
現
実
的
な
問

題
と
な
ら
な
か
っ
た
が
、
い
み
じ
く
も
学
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に

（
加
藤
・
前
掲
、
舩
津
・
前
掲
）、
実
効
性
の
あ
る
意
思
実
現
・
介
入

手
段
の
検
討
が
引
き
続
き
課
題
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
、
Ａ
グ
ル
ー
プ

の
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
二
〇
二
一

年
四
月
一
日
改
訂
）
で
は
、「
グ
ル
ー
プ
経
営
管
理
規
程
」
を
定
め
、

グ
ル
ー
プ
経
営
管
理
契
約
に
基
づ
き
、
主
要
な
グ
ル
ー
プ
会
社
の
取

締
役
の
選
解
任
等
や
個
人
別
の
報
酬
等
の
承
認
（
人
事
や
報
酬
を
通

じ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
を
行
う
こ
と
を
挙
げ
る
。
親
会
社
と
子
会
社

は
別
法
人
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
人
事
や
報
酬
等
を
通
じ
た
間

接
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
現
実
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
平
時

に
お
け
る
事
前
の
抽
象
的
な
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
内
容
で
あ
れ
ば

と
も
か
く
、
本
件
の
よ
う
な
い
わ
ば
広
い
意
味
で
の
「
有
事
」（
も

と
も
と
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
を
完
全
に
排
除
す
る
シ
ス
テ
ム
構

築
が
目
的
で
は
な
い
と
す
る
と
、
本
来
の
意
味
で
の
有
事
と
も
言
い

切
れ
な
い
）
と
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
は
、
よ
り
具
体
的
な
対
応
策

に
つ
い
て
の
検
討
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

2
．
具
体
的
な
取
引
解
消
の
た
め
の
措
置
を
求
め
る
決
議
義
務
（
任

務
懈
怠
②
）

　

反
社
会
的
勢
力
と
の
新
た
な
取
引
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

の
措
置
と
は
別
に
、
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
が
判
明
し
た
後
の
Ａ

社
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
対
応
方
針
が
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が

問
わ
れ
る
。
既
存
の
取
引
の
解
消
措
置
を
講
ず
べ
き
か
否
か
を
判
断

す
る
に
あ
た
り
、
体
制
構
築
義
務
、
監
視
・
是
正
義
務
に
加
え
、
本

件
経
緯
（
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
は
判
然
と
し
な
い
）
を
挙
げ
て
、
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具
体
的
な
取
引
解
消
の
た
め
の
措
置
を
取
締
役
会
で
決
議
す
る
義
務

を
負
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
。
な
ぜ
、
直
ち
に
解
消
措
置
を
取
ら

な
い
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
。
判
旨
が
指
摘
す
る
、
グ
ル
ー
プ
内
で

代
位
弁
済
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、

反
社
会
的
勢
力
排
除
の
抜
本
的
解
決
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
は
理
由

づ
け
と
し
て
尤
も
な
面
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｂ
銀
行
は
、
金

融
検
査
官
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
排
除
の

課
題
を
認
識
し
な
が
ら
抜
本
的
な
対
応
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

を
理
由
と
す
る
業
務
改
善
命
令
の
後
、
直
ち
に
Ｃ
社
に
対
し
て
債
務

保
証
履
行
請
求
を
行
い
、
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン
に
お
け
る
反
社
会

的
勢
力
と
の
取
引
を
解
消
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
対
応

が
本
筋
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

反
社
会
的
勢
力
排
除
の
取
組
み
の
在
り
方
を
考
え
る
場
合
、
反
社

会
的
勢
力
排
除
の
法
的
位
置
づ
け
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
金

融
庁
の
処
分
に
対
す
る
銀
行
の
対
応
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
経
営
判

断
に
属
す
る
裁
量
的
な
判
断
を
許
さ
な
い
性
質
の
も
の
か
が
問
題
と

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
従
来
、
取
締
役
に
ど
こ
ま
で
厳
格
な
法
令

遵
守
義
務
を
課
す
べ
き
か
が
議
論
さ
れ
た
が
、
こ
の
議
論
が
参
考
に

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
田
中
亘
「
利
益
相
反
取
引
と
取
締
役
の
責
任

（下）
」
商
事
法
務
一
七
六
四
号
一
〇
頁
注
52
）。
こ
の
点
で
、
本
件
で

の
体
制
構
築
義
務
や
監
視
・
是
正
義
務
と
の
関
係
で
Ａ
社
（
実
質
的

に
は
Ｂ
銀
行
）
の
対
応
に
問
題
な
い
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
は
ど
の
よ

う
に
理
解
で
き
る
か
。
本
件
で
の
義
務
違
反
が
問
題
と
な
る
平
成
二

二
年
か
ら
平
成
二
三
年
当
時
、
確
か
に
政
府
レ
ベ
ル
や
金
融
庁
、
さ

ら
に
銀
行
協
会
含
め
官
民
を
挙
げ
て
取
り
組
ま
れ
て
い
る
が
、
全
国

レ
ベ
ル
で
本
格
的
に
対
策
が
実
施
さ
れ
た
の
は
平
成
二
三
年
一
〇
月

以
降
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
当
時
の
状
況
を
前
提
と
す
る
と
、
反
社

会
的
勢
力
と
の
取
引
そ
れ
自
体
が
具
体
的
な
法
令
違
反
に
あ
た
る
行

為
で
は
な
く
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
取
引
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

（
平
成
二
二
年
か
ら
平
成
二
三
年
頃
、
暴
力
団
排
除
条
例
が
東
京
都

及
び
沖
縄
県
を
含
む
す
べ
て
の
都
道
府
県
で
施
行
さ
れ
て
お
ら
ず

（
施
行
日
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
日
）、
同
条
例
施
行
に
よ
り
、
暴
力

団
排
除
条
項
が
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
関
係
を
事
後
的
に
解
消
す

る
法
的
根
拠
と
な
る
と
理
解
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
東
京

弁
護
士
会
民
事
介
入
暴
力
対
策
特
別
委
員
会
編
『
暴
力
団
排
除
と
企

業
対
応
の
実
務
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
一
）
五
七
頁
以
下
、
大
井

哲
也
＝
黒
川
浩
一
＝
エ
ス
・
ピ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
総
合
研
究
室
編

著
『
暴
力
団
排
除
条
例
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』（
レ
ク
シ
ス
ネ
ク
シ
ス
・

ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
、
二
〇
一
一
）
一
二
七
頁
以
下
参
照
。
な
お
、

業
務
改
善
命
令
の
発
出
後
で
あ
れ
ば
、
取
引
関
係
を
解
消
す
べ
き
こ

と
は
明
ら
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
大
阪

高
判
平
成
二
六
・
二
・
二
七
金
判
一
四
四
一
号
一
九
頁
参
照
）。
そ
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れ
ゆ
え
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
に
つ
い
て
は
、
取
引
先
の

分
類
に
従
っ
て
対
象
取
引
の
規
模
を
縮
小
す
る
、
あ
る
い
は
最
終
的

に
取
引
を
解
消
す
る
方
針
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
十
分
と
評
価
さ
れ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
監
視
・
是
正
義
務
の
一
環
と
し
て
何

ら
か
の
対
応
を
必
要
と
す
る
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断

さ
れ
た
こ
と
も
、
自
然
な
成
り
行
き
に
任
せ
、
順
次
解
消
さ
れ
て
い

く
こ
と
で
足
り
る
と
の
判
断
に
つ
な
が
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
具

体
的
な
取
引
解
消
の
た
め
の
措
置
を
考
え
る
と
、
判
旨
の
述
べ
る
よ

う
に
、
本
件
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
ロ
ー
ン
の
特
質
か
ら
生
じ
る
対
策
実
行

の
難
し
さ
が
顕
在
化
し
、
反
社
会
勢
力
排
除
に
つ
い
て
も
、
業
務
遂

行
過
程
の
諸
事
情
を
考
慮
し
つ
つ
、
段
階
的
に
実
現
し
て
い
か
ざ
る

を
得
な
い
面
が
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
属
性
チ
ェ
ッ
ク
と
し
て

は
、
可
及
的
速
や
か
に
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
が
入
り
込
ま
な
い

よ
う
な
入
口
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
構
築
（
体
制
強
化
）
が
実
施
さ
れ
る

べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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